
政
令
第

号

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第

三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

十
四

脈
波
検
査
用
器
具
に
用
い
ら
れ
る
ひ
ず
み
ゲ
ー
ジ

十
五

真
空
ポ
ン
プ

十
六

車
輪
の
重
量
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
車
輪
に
装
着
し
て
用
い
ら
れ
る
お
も
り

十
七

写
真
フ
ィ
ル
ム
及
び
印
画
紙

十
八

宇
宙
飛
行
体
（
人
工
衛
星
を
含
む
。
）
に
用
い
ら
れ
る
推
進
薬

附
則
第
一
条
中
「
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
」
の
下
に
「
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
条
約
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
一
条
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

次
条
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定

令
和
六
年
七
月
一
日

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
の
許
可
を
受
け
る
た
め
の
準
備
行
為
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
（
水
銀
に
よ
る

環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
を
い

う
。
）
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
前
条
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
水
銀
使



用
製
品
の
使
用
が
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
で
認
め
ら
れ
た
用
途
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
製

造
又
は
輸
入
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
部
品
と
し
て
他
の
製
品
の
製
造
に
用
い
る
場
合
は
、

法
第
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



理

由

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
特
定
水
銀
使
用
製
品
と
し
て
ひ
ず
み
ゲ
ー
ジ
等
を
追
加
す
る
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


